
 
 

県道神戸加古川姫路線の通行止め解除について 
 
令和８年 4 月 10 日(金)に発生した歩道崩落により通行止めを行っていた

県道神戸加古川姫路線（加古川市平荘町小畑）において、仮設道路が完成する見
通しが立ち、下記のとおり、通行止めを解除するのでお知らせします。 

 

記 

 
１ 通行止解除日時：令和８年 5 月 31 日（日）12：00 

※ 解除日時は作業状況により前後する場合があります 

 ２ 通行止解除区間：県道神戸加古川姫路線 

       平荘町小畑～志方町投松（投松交差点） 約 2.7km 
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出典：国土地理院 

投松交差点 

歩道崩落箇所 
(加古川市平荘町小畑) 

通行止を解除する区間 L=約 2.7km 

至 姫路 

至 神戸 

迂回路(解除) 

連絡先：兵庫県加古川土木事務所 道路第２課 松田・木村 
              【電話】079-421-9624 


